
消防災第２５５号

平成１９年７月５日

各都道府県知事 殿

消 防 庁 次 長

緊急地震速報の消防機関に対する周知・広報等について

このたび、気象庁は、緊急地震速報の一般への提供開始予定日を本年10月１日と決

定し、先月21日に開催された第20回中央防災会議において、国土交通大臣より、その

旨報告されたところです。

また、これを受けて、別添のとおり、内閣府政策統括官（防災担当）から関係各省

庁あてに 「緊急地震速報の周知・広報及び利活用推進について（平成19年６月22日、

付け府政防第440号 」が発出され、各省庁の所管分野における、緊急地震速報の有効）

な利活用を行うための方策の検討、国民への普及・啓発への取り組み等について引き

続き協力を依頼されたところです。

緊急地震速報については、既に貴都道府県防災担当部長あてに 「緊急地震速報に、

関する周知・広報について（平成19年５月７日付け消防災第183号 」において、気象）

庁による地方公共団体及びその住民に対する周知・広報活動への協力並びに緊急地震

速報の普及・啓発を依頼しているところですが、消防庁では、迅速な災害応急対応等

に資するため、消防本部、消防署及び消防団への周知並びにこれらの機関における利

活用の検討が重要であると考えています。

貴都道府県におかれましては、貴都道府県管内の消防本部及び消防団に対し、別紙

１に掲げる資料等を参考に、改めて緊急地震速報について周知されますとともに、そ

の利活用の検討に当たっては、別紙２に掲げる資料等を参考とされるよう周知方よろ

しくお願いします。

【連絡先】

消防庁国民保護・防災部防災課

中地、嶋田

電 話 03‐5253‐7525

F A X 03‐5253‐7535





別紙１

＜参考となる資料（周知用）＞

１ 概要説明資料

「緊急地震速報とは」

（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/Whats_EEW.html）

２ リーフレット

「緊急地震速報～10月スタート～」(気象庁発行・平成19年度版）

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokuho2/index.html）

「緊急地震速報って知ってる！？ （気象庁発行・子ども用）」

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokuho3/index.html）

３ ビデオ

「その時、あなたはどうする！ 緊急地震速報のしくみと心得」

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokuho_dvd/index.html）

４ 一般向け資料

「一般向け緊急地震速報の利用の心得」

（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/kokoroe.pdf）

「緊急地震速報を見聞きしたときは｣

（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/knowledge/index.html）



別紙２

＜参考となる資料（利活用の検討用）＞

１ 利用マニュアル

「緊急地震速報利用マニュアルの作成等について」

（http://www.bousai.go.jp/jishin/eew/dai2kai/20070427siryo4manual.pdf）

２ 施設管理者向け資料

「集客施設における管理者の対応例」

（http://www.bousai.go.jp/jishin/eew/dai1kai/20070328siryo3taiorei.pdf）

３ 利活用のための事例集

「緊急地震速報の利活用事例～導入にあたって～」

（http://www.bousai.go.jp/jishin/eew/dai1kai/20070328siryo2rikatsuyou.pdf）

４ 消防防災分野での活用検討

「緊急地震速報の消防防災分野での活用に関する検討懇談会・報告書」

※総務省消防庁防災情報室より平成17年３月に発刊しています。

各都道府県、市区町村、消防本部等に配布済みですので、ご参照ください。


